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安全かつ確実に避難していただくために 

災害発生時、適切な避難行動を行うためには、気象警報や避難勧告、避

難指示などの緊急情報の迅速かつ確実な入手が大変重要となります。 

現在、栃木市では災害時等の情報伝達手段として、広報車による広報、

緊急速報メール、ケーブルテレビの L 字放送などを運用するとともに、一

斉に情報伝達を行うことのできる、防災行政無線の屋外拡声スピーカーの

整備を進めています。 

また、昨年１１月開局した「ＦＭくらら８５７」を活用し、災害や避難

に関する情報を配信するとともに、栃木市からの緊急放送を確実に伝達す

るための防災ラジオ（緊急告知ラジオ）を導入し、より迅速かつ確実な災

害情報の提供に努めています。 
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問合せ 危機管理課危機管理係 電話番号 ２１－２５５１ 

【防災ラジオの特徴】 

 ラジオの電源が入っていなくても、

電源のＡＣアダプターがコンセントに

差してあるか、ラジオ本体に乾電池が

入っていれば、栃木市からの緊急割込

放送を受信してラジオが自動で起動し、

最大音量で緊急情報を放送します。 

また、緊急割込放送を受信した際は、緊急ランプが点滅し、照明ランプが

点灯しますので、視覚でも確認することができます。 

 屋内では聞き取りにくい防災行政無線を補完する役割を持ち、夜間や荒天

時にたいへん有効な情報伝達手段です。 
 

防災ラジオを自治会に配布いたします 

 市では、昨年度この防災ラジオを、市内の保育園、幼稚園、小中学校、

高等学校、大学、障害者支援施設、介護保険サービス事業所、病院（二次

救急病院）、視覚に障がいをお持ちの方（身体障害者手帳１・２級）に配布

（無償貸与）しました。 

今後、自治会における避難体制の整備を図る取組を推進するなど、自治

会の防災対策等に活用いただくため、今年度は防災ラジオを全ての自治会

に１台づつ配布（無償貸与）いたします。 

なお、配布の時期につきましては、８月を予定しております。 
 

防災ラジオの販売を開始いたします 

市では、市民への災害時等の緊急情報を迅速に伝達することを目的に、

防災ラジオの普及推進を図るため、購入希望者には、その一部を助成して

販売いたします。 

○販売金額 ７,５００円（７５歳以上の高齢者のみの世帯は、２,５００円） 

○販売台数 約４００台 

なお、販売の申込み手続き等の詳細につきましては、広報とちぎ８月号

（７月２０日発行）に、『栃木市防災ラジオ販売のお知らせ』の案内チラシ

を折り込むとともに、栃木市ホームページに掲載してお知らせしています。 

 


